
奈
良
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
七
月
十
一
日

奈
良
県
議
会
議
長

川

口

正

志

奈
良
県
議
会
規
則
第
一
号

奈
良
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
十
二
月
奈
良
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
付
託
事
件
を
議
題
と
す
る
時
期
）

第
三
十
四
条
の
二

委
員
会
に
付
託
し
た
事
件
は
、
第
五
十
九
条
の
四
（
委
員
会
報
告
書
）
の
規
定
に

よ
る
報
告
書
の
提
出
を
待
つ
て
議
題
と
す
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
認
め
た
る
」
を
「
認
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
委
員
会
は
、
」

を
削
り
、
「
期
限
内
」
を
「
期
限
ま
で
」
に
改
め
、
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
委
員
会
は
」
を
加
え
、

「
延
長
」
を
「
延
期
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
期
限
ま
で
に
審
査
又
は
調
査
を
終
わ
ら
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
事
件
は
、
第
三
十
四

条
の
二
（
付
託
事
件
を
議
題
と
す
る
時
期
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
会
に
お
い
て
審
議
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
四
十
条
中
「
あ
る
」
の
下
に
「
と
認
め
る
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

委
員
会
は
、
そ
の
審
査
又
は
調
査
中
の
事
件
に
つ
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

議
会
の
承
認
を
得
て
、
中
間
報
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
発
言
の
通
告
等
）

第
四
十
二
条
の
二

会
議
に
お
い
て
発
言
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
長
に
発
言
通
告
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
議
事
進
行
に
関
す
る
発
言
、
一
身
上
の
弁
明
そ
の
他
緊
急

を
要
す
る
場
合
及
び
発
言
を
通
告
し
た
者
が
全
て
発
言
を
終
わ
つ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

発
言
通
告
書
に
は
、
質
疑
に
つ
い
て
は
そ
の
要
旨
、
討
論
に
つ
い
て
は
反
対
又
は
賛
成
の
別
を
記

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

発
言
の
順
序
は
、
議
長
が
定
め
る
。

４

通
告
し
た
者
が
欠
席
し
た
と
き
又
は
発
言
の
順
位
に
当
た
つ
て
も
発
言
し
な
い
と
き
若
し
く
は
議

場
に
現
在
し
な
い
と
き
は
、
通
告
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。



第
四
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
議
事
進
行
に
関
す
る
発
言
）

第
四
十
五
条
の
二

議
事
進
行
に
関
す
る
発
言
は
、
議
題
に
直
接
関
係
の
あ
る
も
の
又
は
直
ち
に
処
理

す
る
必
要
が
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

議
事
進
行
の
発
言
が
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
長
は
、
直
ち
に
制
止
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

第
五
十
四
条
の
見
出
し
中
「
取
消
し
」
の
下
に
「
又
は
訂
正
」
を
加
え
、
同
条
中
「
取
り
消
す
」
を

「
取
り
消
し
、
又
は
議
長
の
許
可
を
得
て
発
言
の
訂
正
を
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ
し
書
を

加
え
る
。

た
だ
し
、
発
言
の
訂
正
は
、
字
句
に
限
る
も
の
と
し
、
発
言
の
趣
旨
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

第
七
章
中
第
五
十
九
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
委
員
会
報
告
書
）

第
五
十
九
条
の
四

委
員
会
は
、
事
件
の
審
査
又
は
調
査
を
終
わ
つ
た
と
き
は
、
報
告
書
を
作
り
、
議

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
二
条
第
二
項
中
「
の
取
消
し
」
の
下
に
「
又
は
訂
正
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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